
平成24年度・平成23年度総合センター予算の比較表

平成２４年度 平成２３年度 差　　引 主な増減理由

パソコンリース料金の減額による。

報償費▲31
需用費▲65

10,783 11,062 -279役務費+７
使用料▲190

報償費▲139
需用費▲382

2,796 3,317 -521

報償費＋170
2,114 1,952 162需用費▲8

清掃業務委託の見直しによる。

委託料▲13,917
　 　 　 光熱水費▲2,827

97,431 113,102 -15,671修繕料等＋1,509
白灯油▲6
役務費▲433
使用料＋3

需用費▲10
役務費▲87
委託料＋718

54,510 27,613 26,897工事請負費＋26,300
備品購入費▲24

382 383 -1旅費▲１
 
 

531 531 0 

168,547 157,960 10,587

計

総合センター運営事業

人権啓発活動事業

地域交流事業

総合センター運営審議会

兵庫県隣保館連絡協議会等負担金

南武庫之荘地域の地区施設等の見直しに伴う、南武庫之荘
総合センター整備事業実施による。

啓発紙の印刷単価減額による。

（単位：千円）

当　　　　　　初　　　　　　予　　　　　算　　　　　額
事　業　内　容

事業の組替による報償費の増。

事　業　名

総合センター整備事業

総合センター維持管理事業
総合センター等の光熱水費や各種保守
点検に係る委託料等施設の維持管理を
行う。

総合センター事業の円滑な実施のため
に、施設の改修を行う。

 総合センター維持管理事業費については清掃業務委託等について全庁的な取組に沿って見直しを行った。
また、南武庫之荘地域の地区施設等の見直しに伴う整備事業費を計上した。

地域住民の福祉の向上と住民相互の交
流を図るため、子どもから高齢者まで
幅広い層を視野に入れ、地域のコミュ
ニティづくりを推進するための定例講
座、研修会、地域課題講演会等の各種
事業を実施する。

人権問題講演会や啓発紙の発行、人権
啓発推進委員会関係事業等各種人権啓
発事業を実施し、差別意識の解消や人
権意識の高揚・普及促進を図る。

地域住民の交流を促すための文化祭、
展示会、地域交流学習会、太鼓フェス
ティバル、野外映画界、交流秋まつり
等各種の地域交流事業を実施する。

総合センター事業の効果的な推進を図
るため、運営方針等について審議及び
意見具申を行う。

会費等

21


